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1 R3.8.2 R3.10.1 都立高等学校入学者選抜における男女別定員制に係る調査 79 1
教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

2 R3.9.26 R3.10.1

・令和４年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会（第4回）記録
・令和４年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会（第4回）次第
・令和４年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会第4回　検討資料
・令和４年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会委員名簿
・令和４年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会座席表（第4回）

40 1
教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

3 R3.9.27 R3.10.5
都立八王子桑志高等学校(3)空調設備改修工事
工事内訳書・代価表・諸経費計算書・見積比較表

174 1
教育庁都立学
校教育部営繕
課

4 R3.8.11 R3.10.8
令和2年8月12日付２教指企第639号「令和2年度オリンピック・パラリンピック教
育の進め方について（通知）」

1 1 1 1

【東京都オリンピック・パラリンピック教育コーディネート事務局
の電話番号、FAX番号及びメールアドレス】
事務局（事業者）の電話番号、FAX番号及びメールアドレスについて
は、公表されておらず、公にすることにより、事業と関係のない電
話をされる等、法人の事業活動が損なわれため
【教育支援プログラムの一覧】
関係団体との間における検討又は協議に関する情報であって、すべ
ての情報が外部に公表されないという前提のもと、関係団体からプ
ログラムの提供を受けていることから、公にすることにより、関係
団体からの信頼を不当に損なうことと認められるものであり、今後
の事業運営上支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁指導部
管理課

5 R3.8.11 R3.10.8

・ この他オリパラ教育のQ&Aのver2はあるのでそれ以降本日までのQ&A
・「オリパラ観戦を希望者だけ、つまり教育課程内の学校行事としては実施せず
出欠席をとらない」と、(１)都教委が区市町村教委と都立学校に通知した文書、
(２)保護者を含む都民に周知した文書を、保存年限から遡れる範囲で開示頂きた
い。
また、(３)「2020年５月22日の「（都立学校・区市町村立学校の区別なく）出欠
席をとることを否定しなかった●●都教委指導部長の都議会文教委での言動」後
はもちろん、●●氏発言より前を含め「オリパラ観戦を希望者だけ、つまり教育
課程内の学校行事としては実施せず出欠席をとらない」と、都議会や教委定例会
等、公的な場で正式に答弁したものを記録した文書。

1 請求に係る文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁指導部
管理課

6 R3.9.24 R3.10.8 国立市報告メール 2 1 1
メールアドレスは、公にすることにより、業務と関連のないメール
が送信される等、事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあ
るため

東京都多摩教
育事務所

7 R3.9.24 R3.10.8

2020年12月25日、都内の特支に君が代再処分発令に行った職員課職員２名は名札
（ネームプレート）を付けていなかった。「都の規則に反し名札を付けないこ
と」や「氏名を当該教員に言わなくてもいい」等、当日の職員２名の対応につい
て指示した文書

1 請求に係る公文書を作成又は取得していないため
教育庁人事部
職員課

8 R3.10.4 R3.10.8 東京都立高等学校教育課程編制基準・資料（令和元年11月） 1 1
教育庁指導部
管理課

9 R3.10.4 R3.10.8 東京都立高等学校教育課程編制基準・資料（平成22年６月） 1 1
教育庁指導部
管理課

10 R3.9.27 R3.10.11
・男女別定員調査　集計表
・都立高等学校入学者選抜における男女別定員制に係る調査

112 1
教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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11 R3.8.18 R3.10.14

・令和２年度予算説明書における債務負担行為に関する下記施設ごとの調書
都立豊島高等学校、都立竹台高等学校、都立千歳丘高等学校、都立江北高等学
校、都立神代高等学校、都立府中東高等学校、都立東村山高等学校、都立永山高
等学校、都立水元小合学園、都立花畑学園特別支援学校、都立光明学園、都立水
元特別支援学校、都立八王子西特別支援学校
・令和３年度予算説明書における債務負担行為に関する下記施設ごとの調書
都立神代高等学校、都立府中東高等学校、都立東村山高等学校、都立豊島高等学
校、都立竹台高等学校、都立永山高等学校、都立府中高等学校、都立日野高等学
校、都立小中高一貫教育校（仮称）、都立水元小合学園、都立花畑学園特別支援
学校、都立光明学園、都立八王子西特別支援学校

18 1 1

債務負担行為の内訳のうち、予定価格を公開していない仮設校舎等
の借入れ契約及び未契約の案件を含むものについては、公にするこ
とにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが
あるため

教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

12 R3.9.30 R3.10.14

・平成26年４月23日付「都立学校における定期テストに係る開示請求に対する対
応について」
・平成26年５月16日付「都立学校における定期テストの情報開示に対する今後の
対応について」
・令和３年６月14日付３教総総第659号「公文書開示請求の対応について（依
頼）」

8 1 1 1

【開示請求者の氏名】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの（他の
情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるこ
ととなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできない
が、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあ
るため
【３　今後の対応（案）】
当該情報は、内部的な検討又は協議に関する情報であり、公にする
ことにより、開示請求事務における判断基準や検討過程が明らかと
なり、今後の事務遂行に支障が生じるおそれがあるため
【１及び２の内容】
・個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの（他
の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる
こととなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできな
いが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれが
あるため
・当該情報は、特定の個人の対応に関する情報であり、公にするこ
とにより、判断等その事務の過程が明らかとなり、今後の事務遂行
に支障が生じるおそれがあるため 　等

教育庁総務部
総務課

13 R3.9.30 R3.10.14 東京都教育委員会における、過去の情報公開請求に対する定期テストの開示状況 1 請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁総務部
総務課

14 R3.9.30 R3.10.14 定期考査の適正な実施及び管理に関わるガイドライン 2 1
教育庁指導部
管理課

15 R3.8.18 R3.10.15
平成26年度から行っている「身に付けさせる規律・規範の全体計画」の実施経過
がわかる書類と当初の全体計画

1 請求に係る公文書は保存期間経過により廃棄済みで存在しないため
教育庁指導部
管理課

16 R3.8.18 R3.10.15 令和3年度生活指統一基準「身に付けさせる規律・規範」に関する全体計画 2 1
都立豊島高等
学校

17 R3.8.18 R3.10.15 令和3年度「身に付けさせる規律・規範」に関する全体計画 1 1
都立北園高等
学校

18 R3.9.27 R3.10.15
都立高等学校197校（中等教育学校・附属中学校含む）に関して令和２年度から平
成28年度までの５年間の間に「重大事態」として報告、調査依頼のあったものの
数と学校名の表

1 請求に係る公文書は作成及び取得していないため不存在
教育庁指導部
管理課

19 R3.7.15 R3.10.22
令和3年7月9日付３教指企第611号「東京2020オリンピック・パラリンピック競技
大会における学校連携観戦の取扱いについて（通知）」
パラリンピック競技大会の参加意向回答

1 1
教育庁指導部
管理課
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20 R3.7.15 R3.10.22 一部都立学校のパラリンピック競技大会の参加意向回答 1 1 1

【車いす来場、配慮を要する幼児・児童・生徒数に係る情報】
当該情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができ
るもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別するこ
とができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害す
るおそれがあるため

教育庁指導部
管理課

21 R3.7.15 R3.10.22

令和3年7月8日に五者協議で無観客が決定され、東京オリンピックの学校連携観戦
が中止になったことについて
・中止決定に際して都内区市町村や都立学校から、連携観戦の特例を求める要望
があった場合はその一切の文書や図面や電磁的記録

1 請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁指導部
管理課

22 R3.8.23 R3.10.22
令和3年8月23日付事務連絡「学校連携観戦における「観戦の手引」の修正点につ
いて」及びその簡易決裁

1 1
教育庁指導部
管理課

23 R3.8.23 R3.10.22
令和3年8月20日付３教指企第866号「学校連携観戦に係る配券割当の確定について
（依頼）」

1 1 1 1

【提出先メールアドレス】
職員が業務で使用する電子メールアドレスは、公にすることによ
り、業務と関連のないメールが送信される等、事務事業の適正な遂
行に支障を及ぼすおそれがあるため
【配券割当一覧の医ケア引率者の欄】【配券割当一覧の車いす席の
欄】
当該情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができ
るもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別するこ
とができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害す
るおそれがあるため

教育庁指導部
管理課

24 R3.8.23 R3.10.22 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会学校連携観戦の手引 1 1

・関係団体との間における検討又は協議に関する情報であって、す
べての情報が外部に公表されないこと及び大会終了後に廃棄するこ
とを前提に作成された資料であることから、公にすることにより、
関係団体からの信頼を不当に損なうことと認められるものであり、
今後の事業運営上支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁指導部
管理課

25 R3.8.23 R3.10.22
組織委員会、都オリパラ準備局、内閣官房などの国の機関から提供された資料な
どの一切の文書や図面や電磁的記録

1 請求に係る文書は作成及び取得しておらず存在しないため
教育庁指導部
管理課

26 R3.9.10 R3.10.22 ３教総策第558号「令和3年東京都教育委員会臨時会の開催について」 5 1
教育庁総務部
教育政策課

27 R3.10.11 R3.10.22

・「平成20年度東京都における学校給食の実態」の「一人１回あらち食品分類別
供給量」（該当頁不明）及び奥付
・「平成21年度東京都における学校給食の実態」の「一人１回あたり食品分類別
供給量」（該当頁不明）及び奥付
・「平成22年度東京都における学校給食の実態」の「一人１回あたり食品分類別
供給量」（該当頁不明）及び奥付
・「平成23年度東京都における学校給食の実態」の「（２）一人１回あたり食品
分類別供給量」（40～45頁）及び奥付
・「平成24年度東京都における学校給食の実態」の「（２）一人１回あたり食品
分類別供給量」（44～49頁）及び奥付
・「平成25年度東京都における学校給食の実態」の「（２）一人１回あたり食品
分類別供給量」（44～49頁）及び奥付
・「平成26年度東京都における学校給食の実態」の「（２）一人１回あたり食品
分類別供給量」（44～49頁）及び奥付
・「平成27年度東京都における学校給食の実態」の「一人１回あたり食品分類別
供給量」（該当頁不明）及び奥付

32 1
教育庁地域教
育支援部義務
教育課
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28 R3.8.26 R3.10.25

１　令和3年8月24日付３教指企第913号「東京2020大会における学校連携観戦に係
る感染症対策等の徹底について（通知）」
２　令和3年8月24日付３教指企第903号「学校連携観戦システムのログインIDとPW
の通知について」
３　令和3年8月24日付プレス資料「東京2020パラリンピック競技大会における学
校連携観戦の実施について」
４　令和3年8月26日付３教指企第937号「学校連携観戦に係るPCR検査実施に向け
た準備について（通知）」
５　平成31年2月28日付30教指企第1674号「東京五輪音頭2020CD及びDVDの配布に
ついて（通知）」
６　平成31年2月22日決定30教指管第1249号「東京五輪音頭2020CD及びDVD配送経
費に係る支出について」
７　上記６に係る支出命令書
８　上記７に係る調定額通知書（精算）
９　東京都教育委員会第14回定例会報告資料（２）

1 1
教育庁指導部
管理課

29 R3.8.26 R3.10.25

・令和３年８月２０日付３教指企第８６６号「学校連携観戦に係る配券割当の確
定について（依頼）」及びその回答
・令和３年８月２４日付３教指企第８７９号「学校連携観戦に係る安全確保の体
制等について（通知）」
・令和３年８月２４日付３教指企第９０４号「学校連携観戦に係る貸切バス使用
に伴う準備について（依頼）」及びその回答
・令和３年８月２６日付３教指企第９３８号「学校連携観戦に係るPCR検査の実施
について（通知）」及びその回答
・令和３年８月１１日付３教指企第７９０号「学校連携観戦に係るスクールバス
の乗降場等の決定について（通知）」及びその回答

1 1 1 1

【提出先メールアドレス】
職員が業務で使用する電子メールアドレスは、公にすることによ
り、業務と関連のないメールが送信される等、事務事業の適正な遂
行に支障を及ぼすおそれがあるため
【事業者の電話番号】
当該電話番号については、公表されておらず、公にすることによ
り、事業と関連のない電話をされる等、法人の事業活動が損なわれ
るため
【配券割当一覧の医ケア引率者の欄】
当該情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができ
るもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別するこ
とができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害す
るおそれがあるものであるため
【配券割当一覧の車いす席の欄（同欄がある一覧のみ）】
当該情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができ
るもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別するこ
とができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害す
るおそれがあるものであるため　等

教育庁指導部
管理課

30 R3.8.26 R3.10.25
8月20日（金）の「臨時会を報じる「NHKおはよう日本」が「都教委がオリパラ観
戦の強い希望の学校があると報じた」その学校や区市教委の「強い希望」の内容
と校名（校名不記載の場合は設置者名と校種）の載った文書

1 請求に係る文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁指導部
管理課

31 R3.10.21 R3.10.25
都立新宿山吹高等学校（3）昇降機設備改修工事その2
工事設計書（工事費総括書、工事総括書、種別内訳書）・諸経費計算書

13 1
教育庁都立学
校教育部営繕
課

32 R3.8.31 R3.10.29

・令和３年8月24日付プレス資料「東京2020オリンピックパラリンピック競技大会
における学校連携観戦の実施について」
・令和３年8月25日付プレス資料「東京2020オリンピックパラリンピック競技大会
における学校連携観戦の実施について」
・令和３年8月26日付プレス資料「東京2020オリンピックパラリンピック競技大会
における学校連携観戦の実施について」
・令和３年8月27日付プレス資料「東京2020オリンピックパラリンピック競技大会
における学校連携観戦の実施について」
・令和３年8月30日付プレス資料「東京2020オリンピックパラリンピック競技大会
における学校連携観戦の実施について」
・令和３年8月31日付プレス資料「東京2020オリンピックパラリンピック競技大会
における学校連携観戦の実施について」

1 1
教育庁指導部
管理課
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33 R3.8.31 R3.10.29

・パラ観戦について８月26日までの開示請求分に続き、本日まで都教委が都立学
校（同文なら該当校１校でよい）や区市教委とやり取りした文書（新たに中止し
た学校とのやり取りを含む）。
・パラ観戦について８月26日までの開示請求分に続き、本日まで都教委が都の知
事部局、オリパラ局、大会組織委、ＪＯＣ、ＩＯＣ、ＩＰＣとやり取りした文書
・2021年８月30日(月)18時55分のＮＨＫ『オンラインＮ』の、東京パラ「学校連
携観戦」 千葉県が一転して中止の方針決めると題する首都圏のニュースは、「千
葉市によりますと市役所には大会開始以降子どもたちのパラリンピック観戦につ
いて、不安を訴える保護者からの電話などがおよそ４００件寄せられているとい
うことです」と報じた。
　そこで、遡れる範囲から本日まで、オリパラ観戦について都教委が、区市教委
や都の公立学校（小中高と、特支等全て）、保護者・都民等から電話・メール・
ＦＡＸ等で受けた意見や相談、苦情をまとめたものを開示頂きたい。

1 請求に係る文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁指導部
管理課

34 R3.8.31 R3.10.29

・PCR検査キットの購入等に係る協定の締結について（起案文書）【３教学健第
378号】
・公立学校におけるPCR検査の実施について（起案文書及び通知）【３教学健第
381号】

1 1
教育庁都立学
校教育部学校
健康推進課

35 R3.8.31 R3.10.29

・都立学校におけるPCR検査の実施について（起案文書）【３教学健377号】
・都立学校におけるPCR検査の実施について（学校宛て通知）【３教学健377号】
・都立学校におけるPCR検査の実施について（オンライン会議の御案内）
・都立学校におけるPCR検査の実施について（事務連絡）
・都立学校PCR検査見積書及び協定書

1 1 1 1 1

・検査対象者については、公にすることにより、当該事務又は事業
の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため
・検査責任者の個人名については、個人に関する情報で特定の個人
を識別することができるものであるため
・業者の印影については、公にすることにより、犯罪の予防に支障
を及ぼすおそれがあるため

教育庁都立学
校教育部学校
健康推進課

36 R3.8.31 R3.10.29
区市町村立学校におけるPCR検査の実施について
区市町村立学校におけるPCR検査の実施に係る説明会の実施について
区市町村立学校におけるPCR検査の実施の事務処理について

1 1
教育庁地域教
育支援部義務
教育課

37 R3.8.31 R3.10.29
区市町村立学校PCR検査協定書
区市町村立学校におけるPCR検査の実施に伴う変更及び留意点について

1 1 1 1

・事業者の印影は公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼす
おそれがあるため
・職員個人のメールアドレスについては、公にすることにより、業
務に関係のない連絡をされる等事務事業の適正な遂行に支障を及ぼ
すおそれがあるため

教育庁地域教
育支援部義務
教育課

38 R3.10.15 R3.10.29

・「令和3年度東京都公立小中学校事務共同実施支援事業実施要綱及び令和3年度
東京都公立小中学校事務共同実施支援事業補助金交付要綱の制定について」
・令和3年度東京都公立小中学校事務共同実施支援事業実施要綱
・令和3年度東京都公立小中学校事務共同実施支援事業補助金交付要綱

43 1
教育庁総務部
総務課

39 R3.10.15 R3.10.29

文部科学省に提出している教育委員会における学校の働き方改革のための取組状
況調査で「学校事務の共同実施をしている」の項目に台東区と中野区が「検討
中」としているが、東京都公立小中学校事務共同実施支援事業補助金を両区が申
請していればその申請書

1
台東区及び中野区は、開示請求日現在、当事業を実施しておらず、
請求に係る公文書は存在しないため

教育庁総務部
総務課


